
平成２９年度 指定障害福祉サービス事業者等

に係る集団指導（訪問系サービス）

次 第

開催日 平成３０年３月２３日(金)

場 所 旭川市宮前１条３丁目３番７号

旭川市障害者福祉センター

おぴった ２階「会議室１」

《 受付開始 １３：１０ 》

１ 開 会 （１３:３０）

２ 旭川市福祉保険部障害福祉課からのお知らせ

（１） 平成３０年度 報酬改定の概要

（２） 給付費等にかかる審査支払事務の見直しについて

３ 介護給付費等算定に係る体制届について

４ 指導事例

５ 留意点

（１） 処遇改善加算の算定に係る留意点について

（２） 事業所の届出について

（３） 利用者の金銭管理について

（４） その他

６ 障害福祉サービス等情報公表制度の施行について

７ 質疑応答

８ 閉 会 （１６：３０）

【問合せ先】

旭川市福祉保険部

指導監査課（障がい担当）

Tel ：0166－26－1111 （内5118,5129）

E-mail：shido-syougai@city.asahikawa.lg.jp
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                               （訪問系） 

介護給付費等算定に係る体制届について 

 

 

 

 

ア 様式の確認 

  様式や添付書類は必要に応じて随時変更しています。かならず最新の様式や添付書

類を確認の上、届け出て下さい。 

 

イ 添付書類等の省略 

  平成２９年度から、これまで添付を求めていた加算の算定要件を満たすことが確認

できる書類を省略し、平成３０年度においても引き続き、各事業所で確認すべきもの

は省略することとしています。 

  添付を求めていない書類あった場合、原則返却します。 

 

ウ 各書類間の整合性 

  実地指導時に、体制届提出時に届け出た添付書類の内容と、他の書類とが整合して

いない例が散見されました。 

  加算算定にあたっては、たとえば、勤務形態一覧表・雇用証明書・労働条件通知書・

給与台帳・・・など各書類間で相互に矛盾がないよう確認した上で提出してください。 

 

 

 

 

 

                                     

      

 

   提出期限までに受理されない場合、年度当初から取得しようとする加算が算定で

きなくなるので、提出期限厳守をお願いします。 

   なお、提出時に、届出書類の要件の確認を行うため、窓口が混雑しお待たせする

場合があります。来庁順に対応しますが、事前に来庁時間をお知らせいただくと、

その時間帯に優先的に審査しますので、事前の連絡をおすすめします。 

 

 

 

１ 介護給付費等算定に係る体制届の提出について 

 
  

－１－ 
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                               （訪問系） 

 

 

 

  ア 健康診断について 

    平成２９年度の従業者に対する健康診断は全員分受診していることを必ず確

認して下さい。 

    受診していない場合、平成２９年度に算定した特定事業所 

加算が全額返還の対象となる場合があります。 

 

 

  イ 会議・研修計画について 

    技術指導を目的とした会議や、資質向上のための研修の計画は、すべてのサー

ビス提供責任者や従業者を対象としていて、漏れがないことを確認して下さい。 

    ここで、対象となる従業者は、勤務時間の長短や 

正規・非正規で異なることはありません。 

 

 

  ウ 人材要件について 

    従業者の割合を計算するときは、従業者の常勤換算数は、法定給付サービスに

従事する時間数のみです。 

    有料老人ホームやグループハウスに従事する時間数は必ず除外した上で常勤

換算数を計算してください（詳細は、平成２７年１１月２６日集団指導資料を参

照ください）。 

    

 

 

    

 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 

Ⅰ(+20%) １ ２ １ ０ 

Ⅱ(+10%) １４ １ ４ １ 

Ⅲ(+10%) ０ ０ ０ ０ 

Ⅳ(+5%) ０  ０ ０ 

無 ８７ ９１ ２０ ０ 

全体 １０２ ９４ ２５ １ 

 

 

    

２ 特定事業所加算を算定するにあたって 

加算取得率は、居宅介護で１５％です。 

 

 

－２－ 
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平成２９年度の指導事例（訪問系サービス） 

※特に注意書きがない限り，居宅介護○○と表記しているものは，他の訪問系サービス（重度訪問介 

護，同行援護及び行動援護）も同様の取扱いとなる。 

 

 

 

 

 

① 事業所には，一定数以上の常勤専従であるサービス提供責任者の配置が必要となるが，このサー 

ビス提供責任者について，有料老人ホームの管理者や従業者と兼務していた（障害福祉サービス事 

業所の管理者と同時並行的に兼務することは可能）。 

 ② 勤務表には，従業者の日々の勤務時間，職務の内容，常勤・非常勤の別，管理者との兼務関係， 

サービス提供責任者である旨が明確にされている必要があるが，されていない。 

③  併設している有料老人ホームにおける勤務時間と，居宅介護や訪問介護などのサービス提供に関 

する勤務時間を混同させている。 

 

 

 

 

 

 

  ① 居宅介護計画では，サービスＡ，サービスＢ及びサービスＣを提供することになっているのに， 

サービス提供記録には，「サービスＡを行った」という記録しかない。 

② サービス提供記録について内容が希薄であり，どのような支援を行ったのかが不明確であった。 

③ 通院等介助等において，ヘルパー自らが車両を運転している場合の運転時間中や診療時間，院内 

介助等(場合により算定対象となる)は，介護給付費の算定対象とはならないが，これらに要する時 

間が記録されていなかった。 

④ サービス提供の記録は，サービス提供の都度これを記録し，サービス提供の都度支給決定障害者 

等からサービスを提供したことについて確認を得る必要があるが，これを得ていなかった。 

 

 

 

 

① 居宅介護計画書に，担当する従業者の氏名や，派遣される従業者の種別（介護福祉士，ヘルパー

２級など）が記載されていない 

① 計画の作成にあたっては，担当する従業者の氏名を記載する必要があるとともに，居宅介護にあ 

っては，派遣される従業者の種別により所定単位数が異なる場合があることから，派遣される従業 

者の種別についても記載すること。 

 

○サービス提供の記録に不適切な点がある。 

○居宅介護計画書に記載するべき内容が記載されていない。 

○勤務表が適切に作成されていない。 
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① サービス提供責任者が，居宅介護計画作成に関する一連の流れを，十分に把握していなかった。 

② 居宅介護計画作成に関する一連の流れを構成するアセスメントやサービス担当者会議など個々の

作業について，十分な内容とはいえなかった。 

  ア サービス提供責任者が，アセスメントにおいて，利用者の希望する生活や能力を把握した上で，サー

ビス提供によって解決すべき課題を明らかにする必要があるが，されていない。 

  イ 居宅介護計画において，サービスの内容，所要時間及び日程等を具体的に
、、、、

明らかにしていない。 

  ウ 居宅介護計画書内に載せるべき事項（援助の方向性，目標など）を明らかにしていない。 

  エ サービス提供内容や提供時間が変更になっているのに，計画が変更されていない。 

   ※計画変更の基本的な考え方については，当課発出 H27.12.8「指定障害福祉サービス（訪問系サ

ービス）」を参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

① 虐待防止に関する責任者を選任していない。 

② 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施していない。 

 

 

 

 

 

  ① 介護サービス部門と障害福祉サービス部門の会計を区分していない。 

② 障害福祉サービスの中でも居宅介護と重度訪問介護など，それぞれのサービスごとに会計が区分 

されていない。 

③ 区分している場合，費用等の按分の基準は明確かつ合理的か。 

 

 

 

 

 

 

① 指定居宅介護に係る給付費の支給を受けた場合は，支給決定障害者等に対し，当該支給決定障害 

者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 

○居宅介護計画の作成等に係るアセスメント，サービス担当者会議，実施状況の把握

など，一連の業務が適切に実施されていない。 

○「虐待防止のための措置に関する事項」を運営規程に定めているが，定めているとお

りの研修を実施していない。 

○会計を適切に経理区分していない。 

○法定代理受領により給付費を受領している場合，利用者に対してその額を通知するこ

ととなっているが，通知がなされていなかった。 
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① 事業所の見やすい場所に，必要事項の掲示がされていなかった。 

ア 運営規程の概要 

イ 従業者の勤務の体制  

ウ 利用申込者のサービスの選択に資する重要事項 

 

 

    

 

 

 

 

 ① 特定相談支援事業所が作成したサービス等利用計画を踏まえて，院内介助の必要性を居宅介護計 

画上に位置付けているか。 

  ア アセスメントに基づく利用者の心身の状況から，院内の移動に介助が必要な理由 

  イ 必要と考えられる具体的なサービス内容（トイレ介助，内科から眼科への移動介助など） 

ウ 院内のスタッフ等による対応が出来ないことを確認した記録(必ずしも医師に確認する必要は 

ない。医事課，看護部等で可。) (何時，誰に，確認した内容。包括的に確認した記録でもよい。)  

 

 

 

 

 

 

 ① 居宅介護計画等に定めたサービス内容と異なるサービスを提供し，介護給付費を請求していた。 

  ② 単発的なサービス提供日や時間の変更であっても，計画変更を行う必要があるが，行っていない。 

  ③ 恒常的な変更やサービス提供時間の増減を伴う場合は，計画作成の一連の業務を行った上での計 

画変更を行う必要があるが，行っていない（重訪，同行も同様）。 

  ④ 居宅介護計画に定めた所要時間ではなく，実際にサービスに要した時間で介護給付費を請求して 

いる事案が散見された。 

○介護報酬を，居宅介護計画に定めたサービス内容・時間ではなく，実際に提供 

したサービス内容・時間に基づき請求していた。 

 

○適切に掲示がされていない。 

○院内介助を報酬算定対象としていたが，アセスメント及び居宅介護計画において，院

内介助の必要性が記載されていなかった。 



〈 処遇改善加算の算定に係る留意点について 〉

処遇改善計画書（以下「計画書」という。）の届出内容に沿った実施・運用がされてい

ない事例があります。

このことは，処遇改善加算の算定要件を満たさないこととなるため，今一度処遇改善等

について計画書にのっとった実施・運用がなされているか確認をお願いします。

詳細は，平成29年７月１４日付け旭指監第112号「処遇改善加算の算定に係る留意点

について」でお知らせしているとおりです。

〈 事業所の届出について 〉

事業所には，サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えており，各種関係書類が保

管されている必要があります。

また，営業時間中は，事業所は開所しており，電話が通じる状態（留守番電話による対

応も可）にあるはずですが，電話をかけても誰も出ない，別のところに電話が転送され不

安だといった苦情が寄せられることがあります。

そのため，営業時間中に，事業所に利用相談等のために来所する方や電話をかけてくる

方に対して，確実に対応できるような体制をとるようにしてください。例えば，管理者や

サービス提供責任者がヘルパーを兼務しており，サービス提供のため事業所を不在にする

場合は，留守番電話で対応し，折り返しの電話で対応するといったことも可能です。

なお，事業所とは別の場所に，従業者の待機場所や関係書類等の保管場所がある場合は，

出張所としての届出が必要になる場合がありますので，ご注意ください。

〈 利用者の金銭管理について 〉

利用者から金銭の出納管理を依頼され行っている場合，出納管理に係る費用を徴収しな

い場合であっても，次の要件を満たすようにしてください。

（1） 責任者及び補助者を選任し，印鑑と通帳を別々に保管すること。

（2） 適切な管理が行われているかの確認を，複数の者により常に行うこと。

（3） 個人別の出納台帳等を備えること。

なお，従業者等が個人的に利用者と金銭のやり取りをすることがないよう十分留意して

ください。

－６－

H３０.3.23 集団指導
資料（訪問系）



〈 その他 〉
１ 人員配置について

人員配置における各種経過措置がありますが，経過措置期間中に要件を満たせるよう

に計画的に研修受講等に取り組んでください。

また，過去に勤務していた事業所が廃業したため，実務経験証明書が取得できないと

いう事例があります。そのため，従業者が離職時に勤務証明書（実務経験証明書になる

ような）を発行するようよろしくお願いします。

２ 障害者虐待の未然防止・早期発見について

養護者による虐待は減少傾向にある一方，施設従事者による虐待は増加傾向にありま

す。

施設従業者等からの相談・通報件数が増加傾向にあることは，通報義務に関する理解

が浸透されつつある状況と解されますが，適切に虐待通報を行った職員等への不利益な

取り扱い等がなされないよう，障害者虐待防止法の趣旨について周知徹底を図ると共に，

管理者（虐待防止責任者）は障害者虐待防止等の研修を必ず受講し，従業者に対して，

虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施してください。

なお，厚生労働省から「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の

手引き」が発行されていますので，熟読の上，虐待防止等に取り組んでください。

３ NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納

税義務について

国税庁から厚生労働省を通じて，障害福祉サービス事業を行う場合，原則，当該事業は

法人税法上の収益事業に該当し，法人税の納税義務があることについての周知依頼があり

ましたので，お知らせします。

詳細は，平成29年７月３１日付け事務連絡「NPO法人が障害者総合支援法に規定す

る障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について」のとおりです。

－７－

H３０.3.23 集団指導
資料（訪問系）



旭 指 監 第１１２号
平成２９年 ７ 月１４日

指 定 介 護 サ ー ビ ス 事 業 者
指定障がい福祉サービス事業者等

各位

旭川市長 西 川 将 人
（福祉保険部指導監査課担当）

処遇改善加算の算定に係る留意点について

今般，実地指導において処遇改善の状況を確認したところ，処遇改善計画書（以下「計画書」とい
う。）の届出内容に沿った実施・運用がされていない事例がありました。
このことは，処遇改善加算の算定要件を満たさないこととなるため，各事業者におかれましては，

今一度処遇改善等について計画書にのっとった実施・運用がなされているか確認をお願いします。
なお，実地指導において確認された具体的事例を次のとおりお示ししますので，確認の際の参考に

してください。

【具体的事例】
１ キャリアパス要件Ⅰについて，職員の職位，職責又は職務内容等に応じた賃金体系を就業規則
等で定めているにもかかわらず，当該規定を下回る賃金しか支給していない。
〔指導内容〕

介護職員（障がい福祉サービスにおける福祉職員を含む。以下「介護職員」という。）全員に
ついて，就業規則等に定めているとおりの内容で賃金が支払われているか自主点検し，支払わ
れていなければ支払うこと。

２ キャリアパス要件Ⅰについて，職員の職位，職責又は職務内容等に応じた任用等要件の内容の
一部として，職員能力評価を定めているにもかかわらず，当該評価を行わずに任用し，賃金を決
定している。
〔指導内容〕

当該評価を実施し，就業規則等で定めているとおりの任用等要件及び賃金体系を適用するこ
と。

３ キャリアパス要件Ⅱについて，「資格取得のための交通費，宿泊費を支給する。」としていると
ころ，資格取得した職員がいることを把握していたにもかかわらず，当該職員から申し出がなか
ったことを理由に，支給していない。
〔指導内容〕

今一度全ての介護職員に周知を徹底するとともに，該当職員に交通費等を支給すること。
４ キャリアパス要件Ⅱについて，資質向上の目標として，「職員の資質向上を図るために，資格取
得向上を目指す。」としているにもかかわらず，職員から資格取得をしたいという申し出がないこ
とを理由に，具体的な支援を実施していない。
〔指導内容〕

「資格取得向上」について，事業者として資格取得の勧奨などの取組を実施すること。
５ キャリアパス要件Ⅲの昇給の仕組みとして，資格に応じた昇給を行うと就業規則等で規定して
いるにもかかわらず，該当者について昇給が図られていない。
〔指導内容〕

介護職員全員について，就業規則等に定めているとおりの内容で賃金が支払われているか自
主点検し，支払われていなければ支払うこと。

６ 職場環境等要件のうち，実施しているとして届け出た事項を実施していない。
〔指導内容〕

届出をした事項について，実施すること。

【担当】
福祉保険部指導監査課
℡：0166－26－1111
（介護担当）内線 5119，5121
（障がい担当）内線 5118，5129
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事 務 連 絡 

平成 29 年７月 31 日 

 都道府県 

各 指定都市 障害保健福祉担当 御中 

  中 核 市 

 

 

   厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

 

 

ＮＰＯ法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の 

法人税の納税義務について 

 

 

 

 
 日頃より、障害保健福祉行政の推進にご尽力賜り厚く御礼申し上げます。 
先般、国税庁より、ＮＰＯ法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成 17 年法律第 123 号）に規定する障害福祉サービス事業を行う場合、原則、当
該事業は法人税法（昭和 40年法律第 34号）上の収益事業に該当し、法人税の納税義務があ
ることにについて、改めて示されたところです（下記ＵＲＬ参照）。 
これを受けて、国税庁から当省に対して、関係団体への周知依頼がありましたので、周知

いたします。つきましては、管内市町村及び関係団体等に対して周知をお願いいたします。 
 
 

 
 

＜参考＞  

国税庁ホームページ 

（NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について） 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/18.htm 
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利 用 者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
施
設
・
事
業
者

都
道
府
県

閲
覧

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
の

公
表

施
設
・
事
業
者
か
ら
報
告
さ
れ
た
情
報

を
集
約
し
、
公
表
。

反
映

＜
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
＞

■
基
本
情
報

（
例
）
事
業
所
等
の
所
在
地

従
業
員
数

営
業
時
間

事
業
所
の
事
業
内
容
な
ど

■
運
営
情
報

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
具
体
的
な

取
組
の
状
況

（
例
）
関
係
機
関
と
の
連
携

苦
情
対
応
の
状
況

安
全
管
理
等
の
取
組
状
況
な
ど

■
都
道
府
県
が
必
要
と
認
め
る
事
項
（
任
意
）

必
要
に

応
じ
て

調
査

報
告

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
す
る
事
業
所
数
が
大
幅
に
増
加
す
る
中
、
利
用
者
が
個
々
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
良
質
な
サ
ー
ビ
ス
を
選

択
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
事
業
者
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

○
こ
の
た
め
、
平
成
2
8
年
５
月
に
成
立
し
た
障
害
者
総
合
支
援
法
及
び
児
童
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
お
い
て
①
事
業
者
に

対
し
て
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
を
都
道
府
県
知
事
へ
報
告
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
と
も
に
、
②
都
道
府
県
知
事
が
報
告
さ
れ
た
内

容
を
公
表
す
る
仕
組
み
を
創
設
し
、
利
用
者
に
よ
る
個
々
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
良
質
な
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
す
る

（
平
成
3
0
年
４
月
施
行
）。

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
の
調
査

新
規
指
定
時
、
指
定
更
新
時
、
虚
偽
報
告
が

疑
わ
れ
る
場
合
な
ど
に
お
い
て
、
必
要
に
応

じ
訪
問
調
査
を
実
施
し
、
結
果
を
公
表
に
反

映
。

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
公
表
制
度
の
概
要

１
．
趣
旨
・
目
的

2
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２
．
実
施
主
体

○
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
を
実
施
主
体
と
す
る
。

※
１
指
定
相
談
支
援
及
び
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
市
区
町
村
（
指
定
都
市
、
中
核
市
を
除
く
）
分
も
、
都
道
府
県
が
公
表
を
行
う
。

※
２
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
及
び
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
中
核
市
分
も
、
都
道
府
県
が
公
表
を
行
う
。
た
だ
し
、
児
童
相
談
所
設
置
市

に
つ
い
て
は
、
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
及
び
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
の
情
報
の
公
表
を
行
う
。

都
道
府
県

指
定
都
市

中
核
市

障 害 者

サ ー ビ ス

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

○
○

○

指
定
障
害
者
支
援
施
設

○
○

○

指
定
地
域
相
談
支
援

○
○

○

指
定
計
画
相
談
支
援

○
（
※
１
）

○
○

障 害 児

サ ー ビ ス

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等

○
○

×
（
※
２
）

指
定
障
害
児
通
所
支
援

○
○

×
（
※
２
）

指
定
障
害
児
相
談
支
援

○
（
※
１
）

○
○

３
．
公
表
対
象
と
な
る
事
業
者

①
下
記
に
記
載
の
サ
ー
ビ
ス
（基
準
該
当
サ
ー
ビ
ス
は
除
く
）
の
指
定
を
受
け
て
い
る
事
業
者
。

②
当
年
度
中
に
下
記
に
記
載
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
新
規
に
指
定
を
受
け
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
事
業
者

１
．
居
宅
介
護

1
1
．
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）

2
1
．
地
域
相
談
支
援
（
地
域
定
着
支
援
）

２
．
重
度
訪
問
介
護

1
2
．
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）

2
2
．
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

３
．
同
行
援
護

1
3
．
宿
泊
型
自
立
訓
練

2
3
．
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設

４
．
行
動
援
護

1
4
．
就
労
移
行
支
援

2
4
．
児
童
発
達
支
援

５
．
療
養
介
護

1
5
．
就
労
継
続
支
援
Ａ
型

2
5
．
医
療
型
児
童
発
達
支
援

６
．
生
活
介
護

1
6
．
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

2
6
．
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援

７
．
短
期
入
所

1
7
．
就
労
定
着
支
援

2
7
．
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

８
．
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援

1
8
．
自
立
生
活
援
助

2
8
．
保
育
所
等
訪
問
支
援

９
．
共
同
生
活
援
助

1
9
．
計
画
相
談
支
援

2
9
．
障
害
児
相
談
支
援

1
0
．
施
設
入
所
支
援

2
0
．
地
域
相
談
支
援
（
地
域
移
行
支
援
）

3
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４
．
報
告
・
公
表
事
項

○
報
告
・
公
表
事
項
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
個
々
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
事
業
者
等
の
選
択
や
事
業
所
等
に
お
け
る
適
正
な
サ
ー
ビ

ス
提
供
の
推
進
に
資
す
る
情
報
と
し
、
厚
生
労
働
省
令
等
で
定
め
る
。

○
報
告
・
公
表
事
項
に
は
大
き
く
「①
基
本
情
報
」
、
「②
運
営
情
報
」
か
ら
構
成
。

「
①
基
本
情
報
」は
、
法
人
・
事
業
所
等
の
所
在
地
、
電
話
番
号
、
従
業
者
数
、
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
基
本
的
な
情
報
。

「
②
運
営
情
報
」は
、
利
用
者
の
権
利
擁
護
の
取
組
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
の
取
組
、
適
切
な
事
業
運
営
・
管
理
の
体
制
等
の
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
運
営
に
関
す
る
情
報
。

※
報
告
・
公
表
事
項
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
添
を
参
照
。

主
な
報
告
・
公
表
事
項

①
基
本
情
報

法
人

○
事
業
所
等
を
運
営
す
る
法
人
等
に
関
す
る
事
項

・
名
称
、
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
、
設
立
年
月
日
等

事
業
所
等

○
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
所
等
に
関
す
る
事
項

・
名
称
、
所
在
地
、
管
理
者
の
氏
名
、
事
業
開
始
年
月
日
、
利
用
交
通
手
段
、
財
務
状
況
等

○
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
に
関
す
る
事
項

・
従
業
者
数
、
勤
務
形
態
、
労
働
時
間
、
経
験
年
数
等

○
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に
関
す
る
事
項

・
運
営
方
針
、
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
実
績
等

○
利
用
料
等
に
関
す
る
事
項

な
ど

②
運
営
情
報

○
利
用
者
の
権
利
擁
護
の
取
組

○
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
の
取
組

○
相
談
・
苦
情
等
へ
の
対
応

○
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
、
改
善
等
の
取
組

○
外
部
の
者
等
と
の
連
携

○
適
切
な
事
業
運
営
・
管
理
の
体
制

○
安
全
・
衛
生
管
理
等
の
体
制

○
情
報
の
管
理
、
個
人
情
報
保
護
等
の
取
組

○
そ
の
他
（
従
業
者
の
研
修
の
状
況
等
）
な
ど

4
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５
．
事
業
者
に
お
け
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
の
報
告
手
続
き

（
１
）
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
の
報
告
時
期

・
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
事
業
者
（以
下
「
事
業
者
」と
い
う
。
）
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と

き
及
び
毎
年
度
各
都
道
府
県
等
に
お
い
て
定
め
る
時
点
に
お
い
て
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
す
る
事
業
所
・施
設
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
等
に
対
し
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
事
業
所
情
報
の
報
告
を
行
う
。

（
２
）
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
の
報
告
方
法

・
今
般
の
情
報
公
表
制
度
の
創
設
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
等
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
い
つ
で
も
事
業
者
の
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
全
国
一
元
的
な
シ
ス
テ
ム
を
整
備
す
る
。

・
具
体
的
に
は
、
現
在
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
の
総
合
情
報
サ
イ
ト
（Ｗ
Ａ
Ｍ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
）
上
で
展
開
さ
れ
て
い
る
「障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
情
報
検
索
シ
ス
テ
ム
」に
つ
い
て
、
平
成
29
年
度
中
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
公
表
制
度
の
内
容
に

沿
っ
た
改
修
を
行
い
、
新
た
に
「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム
（
仮
称
）」
を
立
ち
上
げ
る
予
定
。

・
事
業
者
は
、
原
則
、
当
該
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
を
入
力
し
、
都
道
府
県
等
へ
報
告
す
る
。

※
平
成
3
0
年
４
月
か
ら
報
告
の
受
付
開
始
予
定
。

６
．
都
道
府
県
等
に
お
け
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
の
公
表
手
続
き

（
１
）
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
の
公
表
時
期

・
都
道
府
県
等
は
、
事
業
者
か
ら
報
告
さ
れ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

※
た
だ
し
、
平
成
3
0
年
度
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
平
成
3
0
年
９
月
に
全
国
一
斉
に
公
表
す
る
こ
と
を
想
定
。

（
２
）
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
の
公
表
方
法

・
都
道
府
県
等
は
、
事
業
者
か
ら
報
告
さ
れ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
に
つ
い
て
、
「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
公
表
シ

ス
テ
ム
（
仮
称
）」
上
で
受
理
・
確
認
し
、
当
該
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
公
表
す
る
。

※
な
お
、
事
業
者
か
ら
の
報
告
内
容
に
、
虚
偽
報
告
が
疑
わ
れ
る
場
合
等
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
訪
問
調
査
を
実
施
し
、
結
果
を
公
表
す
る
。

5

【
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
公
表
制
度
の
施
行
に
伴
う
都
道
府
県
等
に
お
け
る
具
体
的
業
務
の
例
】

・
情
報
公
表
制
度
の
周
知

・
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
事
業
者
か
ら
報
告
さ
れ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
の
、
受
理
、
確
認
及
び
公
表
作
業

・
事
業
者
か
ら
の
疑
義
照
会

・
事
業
者
へ
の
報
告
依
頼
、
督
促
等

・
事
業
者
か
ら
の
報
告
内
容
に
、
虚
偽
報
告
が
疑
わ
れ
る
場
合
等
に
お
け
る
調
査
（
調
査
結
果
に
基
づ
く
改
善
命
令
、
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
の
指
定
取
消
）
等

－１３－



７
．
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
の
公
表
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
案
）

6

※
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
今
後
変
更
が
あ
り
う
る
。

都
道
府
県

（
指
定
都
市
・
中
核
市
を
含
む
）

５
月

（
独
）
福
祉
医
療
機
構

事
業
者
　

９
月

平
成
2
9
年
度

平
成
3
0
年
度 ７
月

８
月

1
2
月

１
月

２
月

３
月

４
月

６
月

都
道
府
県
・事
業
者
へ

シ
ス
テ
ム
利
用
に
係
る

ＩＤ
等
の
発
行

シ
ス
テ
ム
改
修
等

シ
ス
テ
ム
に
都
道
府
県
の

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
登
録

シ
ス
テ
ム
に
事
業
者
の

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
登
録

都
道
府
県
等
へ
報
告

障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 情 報 の 公 表 開 始

受
理
・
確
認

シ
ス
テ
ム
運
用

試 行 運 用

－１４－



情
報
公
表
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
報
告
・
公
表
ま
で
の
処
理
フ
ロ
ー

7

【
参
考
】
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム
（
仮
称
）
の
概
要

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
の
公
表
に
あ
た
っ
て
は
、
利
用
者
等
の
利
便
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
全
国
一
律
の
シ
ス
テ
ム
を
構

築
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
全
国
の
施
設
・
事
業
所
に
お
け
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
が
閲
覧
・検
索
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

○
ま
た
、
事
業
者
に
よ
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
の
都
道
府
県
知
事
等
へ
の
報
告
、
各
都
道
府
県
等
に
お
け
る
当
該
報
告
の

受
理
、
確
認
及
び
公
表
に
つ
い
て
も
、
当
該
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
行
う
。

W
AM

NE
T

事
業
者

W
eb

報
告
画
面

障
害
福
祉
サ
ー
ビス

等
公
表
デ
ー
タ

デ
ー
タベ
ー
ス
に
保
存

障
害
福
祉
サ
ー
ビス

等
公
表
デ
ー
タ

（
公
開
）

一
般
利
用
者

都
道
府
県
等

公
表
デ
ー
タの
確
認
と

承
認
画
面

承
認
され
た
デ
ー
タが
、

定
期
バ
ッチ
に
よ
り公
開

事
業
者
情
報

詳
細
画
面

報
告

閲
覧
・検
索

受
理
、確
認
、承
認
（
公
表
）

①
事
業
者
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
を
、
本
シ
ス
テ
ム
へ
W
e
b
登
録
画
面
よ
り
報
告
す
る
。

②
報
告
さ
れ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
は
、
サ
ー
バ
上
で
公
表
デ
ー
タ
と
し
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
保
存
さ
れ
る
。

③
都
道
府
県
等
担
当
は
、
本
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
、
事
業
者
か
ら
報
告
さ
れ
た
公
表
デ
ー
タ
を
受
理
・
確
認
し
、
承
認
す
る
。
承
認
さ
れ
た
公
表
デ
ー
タ
は
、

公
開
用
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
公
開
さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
一
般
利
用
者
が
閲
覧
・
検
索
で
き
る
。
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【別添】

イ　法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 法人等の名称、主たる事業所の所在地及び電話番号その他の連絡先

・法人等の種類

・法人等の名称

・法人番号

・法人等の主たる事務所の所在地（〒）

・電話番号

・FAX番号

・ホームページ（URL）

ロ　法人等の代表者の氏名及び職名 法人等の代表者の氏名及び職名

・氏名

・職名

ハ　法人等の設立年月日 法人等の設立年月日

・サービスの種類

・か所数

・主な事業所等の名称

・所在地

イ　事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

・事業所等の名称

・事業所等の所在地

・市区町村コード

・電話番号

・FAX番号

・ホームページ（URL）

従たる事業所の有無

ロ　事業所番号

ハ　事業所等の管理者の氏名及び職名 事業所等の管理者の氏名及び職名

・氏名

・職名

事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定を受けた年月日

・事業の開始（予定）年月日

・指定の年月日

・指定の更新年月日

・事業活動計算書（損益計算書）

・資金収支計算書（キャッシュフロー計算書）

・貸借対照表（バランスシート）

社会福祉士及び介護福祉士法第48条３に規定する登録喀痰吸引等事業者

二　当該報告に係るサービスを提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項

１．事業所等を運営する法人等に関する事項

障害福祉サービス等情報公表制度の公表事項（案）について

障害者総合支援法施行規則/児童福祉法施行規則 障害福祉サービス等情報公表システム（仮称）

別表第一 基本情報

一　事業所等を運営する法人等に関する事項

ニ　法人等がサービスを提供し、又は提供しようとする事業所等の所在地を管轄
する都道府県の区域内において提供するサービス

法人等が都道府県内で実施するサービス

ホ　その他サービスの種類に応じて必要な事項　

ト　その他サービスの種類に応じて必要な事項

サービス別の項目

ホ　事業所等までの主な利用交通手段 事業所等までの主な利用交通手段

ヘ　事業所等の財務状況 事業所等の財務状況（財務諸表等による直近年度の決算資料）　

指定事業所番号

ニ　当該報告に係る事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定を受け
た年月日（指定の更新を受けた場合にはその直近の年月日）

・E-mail

所在地

２．障害福祉サービス等を提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項
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障害者総合支援法施行規則/児童福祉法施行規則 障害福祉サービス等情報公表システム（仮称）

職種別の従事者の数、勤務形態、労働時間、従業者１人当たりの利用者数等

・実人数

・職種

・常勤換算人数

・１週間のうち、常勤の従事者が勤務すべき時間数

・福祉・介護職員の常勤換算人数

・利用実人員

・福祉・介護職員1人当たりの１か月の利用実人員数

・資格等を有している従業者の数

・管理者の他の職務との兼務の有無

ハ　従業者の当該報告に係るサービスの業務に従事した経験年数等 従業者の当該報告に係る障害福祉サービス等の業務に従事した経験年数等

・前年度の採用者数

・前年度の退職者数

・業務に従事した経験年数別の人数

　 従業者の健康診断の実施状況

・研修実施計画の有無

・事業所等で実施している従事者の資質向上に向けた研修等の実施状況

・意思決定支援に関する研修の実施状況

・従業者に対する虐待防止研修の実施状況

・喀痰吸引等研修の修了者数

・強度行動障害支援者養成研修の修了者数

・行動援護従業者養成研修課程の修了者数

四　サービスの内容に関する事項 ４．障害福祉サービス等の内容に関する事項

事業所等の運営に関する方針

ロ　当該報告に係るサービスの内容等 サービスを提供している日時

・事業所の営業時間

・利用可能な時間帯

・サービス提供所要時間

事業所等が通常時に障害福祉サービス等を提供する地域

サービスの内容等

・主たる対象とする障害の種類

・利用者の送迎の実施

・協力医療機関

・利用定員

・利用実人員

・医療的ケアを必要とする利用者の受入体制

・建物の構造

・送迎車両の有無

・便所の設置数

・浴室の設備の状況

・消火設備等の状況

・防犯システム、機器の状況

・バリアフリーの対応状況

・福祉用具の設置状況

三　事業所等においてサービスに従事する従業者に関する事項

ホ　従業者の教育訓練、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施
状況

３．事業所等においてサービスに従事する従業者に関する事項

イ　職種別の従業者の数

ロ　従業者の勤務形態、労働時間、従事者一人当たりの利用者等

従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従事者の資質向上に向けた取組の
実施状況

ヘ　その他サービスの種類に応じて必要な事項 サービス別の項目　

サービスを提供する事業所、設備等の状況

・サービス等報酬の加算状況

ニ　従業者の健康診断の実施状況

イ　事業所等の運営に関する方針
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障害者総合支援法施行規則/児童福祉法施行規則 障害福祉サービス等情報公表システム（仮称）

ハ　当該報告に係るサービスの利用者等への提供実績 障害福祉サービス等の利用者への提供実績

・利用者の人数（区分別）

ニ　利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 利用者等からの苦情に対する窓口等の状況

・窓口の名称

・電話番号

・対応している時間

・苦情処理結果の開示状況

・損害賠償保険の加入状況

ヘ　事業所等のサービスの提供内容に関する特色等 障害福祉サービス等の提供内容に関する特色等

・その内容

ト　利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等

・第三者による評価の実施(受審）状況

五　当該報告に係るサービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項 ５．障害福祉サービス等を利用するに当たっての利用料等に関する事項

障害福祉サービス等給付以外のサービスに要する費用

・食事の提供により要する費用の徴収状況

・創作的活動に係る材料費の徴収状況

・家賃の徴収状況

・日用品費の徴収状況

六　その他都道府県知事が必要と認める事項

(1)障害福祉サービス等の内容に関する事項

ハ　利用者等に対する利用者等が負担する利用料に関する説明の実施の状況

ニ　利用者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況 ・利用者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況

ロ　利用者等のプライバシーの保護のための取組の状況 ・利用者等のプライバシーの保護のための取組の状況

相談、苦情等の対応のための取組の状況 ・相談、苦情等の対応のための取組の状況

イ　サービスの提供状況の把握のための取組の状況 ・サービスの提供状況の把握のための取組の状況

ロ　サービスに係る計画等の見直しの実施の状況 ・サービスに係る計画等の見直しの実施の状況

イ　相談支援専門員等との連携の状況 ・相談支援専門員等との連携の状況

ロ　主治の医師等との連携の状況 ・主治の医師等との連携の状況

障害福祉サービス等の提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み

・利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況

ホ　当該報告に係るサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対
応に関する事項

二　利用者本位のサービスの質の確保のために講じている措置

第一　サービスの内容に関する事項 ６．事業所等運営の状況

一　サービスの提供開始時における利用者等に対する説明及び契約等に当たり、
利用者等の権利擁護等のために講じている措置

利用者本位の障害福祉サービス等の質の確保のために講じている措置

チ　その他サービスの種類に応じて必要な事項　 サービス別の項目　

・利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外の地域の利用者に対して
サービスを提供に要した交通費の徴収状況

・利用者の選定により、送迎を事業所等が提供する場合に係る費用の徴収状況

・光熱水費の徴収状況

・当該サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要とな
るものに係る費用（日常生活費）の徴収状況

・当該サービスにおいて提供される便宜のうち、その他の日常生活費とは区分さ
れるべき費用(例：預り金の出納管理等）の徴収状況

別表第二 運用情報

イ　重度の肢体不自由等の常時介護を要する利用者に対するサービスの質の確
保のための取組の状況

イ　利用者等の状態に応じた当該サービスに係る計画の作成及び利用者等の同
意の取得の状況

ロ　サービス提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等の同意の
取得の状況

・サービス提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等の同意の
取得の状況

・利用者等の状態に応じた当該サービスに係る計画の作成及び利用者等の同
意の取得の状況

障害福祉サービス等の内容の評価、改善等のために講じている措置

障害福祉サービス等の質の確保、透明性の確保等のために実施している外部
の者等との連携

・利用者等に対する利用者等が負担する利用料に関する説明の実施の状況

障害福祉サービス等の提供開始時における利用者等に対する説明及び契約等
に当たり、利用者等の権利擁護等のために講じている措置

三　相談、苦情等の対応のために講じている措置

五　サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との
連携

四　サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置

相談、苦情等の対応のために講じている措置

・重度の肢体不自由等の常時介護を要する利用者に対するサービスの質の確
保のための取組の状況
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障害者総合支援法施行規則/児童福祉法施行規則 障害福祉サービス等情報公表システム（仮称）

第二　サービスを提供する事業所等の運営状況に関する事項 (2)障害福祉サービス等を提供する事業所等の運営状況に関する事項

適切な事業運営の確保のために講じている措置

ロ　計画的な事業運営のための取組の状況 ・計画的な事業運営のための取組の状況

ハ　事業運営の透明性の確保のための取組の状況 ・事業運営の透明性の確保のための取組の状況

ニ　サービスの提供に当たって改善すべき課題に対する取組の状況 ・サービスの提供に当たって改善すべき課題に対する取組の状況

イ　事業所等における役割分担等の明確化のための取組の状況 ・事業所等における役割分担等の明確化のための取組の状況

ハ　従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況 ・従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況

三　安全管理及び衛生管理のために講じている措置 安全管理及び衛生管理のために講じている措置

安全管理及び衛生管理のための取組の状況 ・安全管理及び衛生管理のための取組の状況

四　情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置

イ　個人情報の保護の確保のための取組の状況 ・個人情報の保護の確保のための取組の状況

ロ　サービスの提供記録の開示の実施の状況 ・サービスの提供記録の開示の実施の状況

五　サービスの質の確保のために総合的に講じている措置 障害福祉サービス等の質の確保のために総合的に講じている措置

イ　従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況 ・従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況

ロ　利用者等の意向等も踏まえたサービスの提供内容の改善の実施の状況 ・利用者等の意向等も踏まえたサービスの提供内容の改善の実施の状況

・サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況

・サービスの提供のために必要な情報について従業者間で共有するための取
組の状況

ロ　サービスの提供のために必要な情報について従業者間で共有するための取
組の状況

第三　都道府県知事が必要と認めた事項

二　事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じて
いる措置

一　適切な事業運営の確保のために講じている措置

ハ　サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況

事業運営を行う事業所等の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じて
いる措置

・従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状況イ　従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状況
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業
務

フ
ロ

ー
　

※
１
　
現
在
、
W
A
M
N
E
T
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
検
索
シ
ス
テ
ム
に
登
録
さ
れ
て
い
る
各
都
道
府
県
管
轄
の
事
業
所
の
直
近
デ
ー
タ

４
月
 

３
月

 

④
 
都

道
府

県
等

か
ら

提
出

さ
れ

た
基

本
情

報
 

 
を

集
約

 

⑤
 
シ

ス
テ

ム
へ

情
報

を
取

り
込

み
、

ロ
グ

イ
ン

I
D

 

 
・
パ

ス
ワ

ー
ド

を
作

成
 

②
 
事

業
者

及
び

事
業

所
の

基
本

情
報

一
覧

 

 
を

確
認

・
更

新
（

※
２

）
 

①
 
都

道
府

県
等

に
対

し
、
事

業
者

及
び

事
業

所
 

 
の

基
本

情
報

（
法

人
名

称
、

法
人

の
メ

ー
ル

 

 
ア

ド
レ

ス
、

事
業

所
名

等
 ※

１
）

一
覧

の
確

認
 

 
依

頼
 

③
 
事

業
者

及
び

事
業

所
の

基
本

情
報

を
 

 
福

祉
療

機
構

に
登

録
 

⑥
 
福

祉
医

療
機

構
よ

り
、
都

道
府

県
等

及
び

 

 
事

業
者

へ
ロ

グ
イ

ン
I
D

・
パ

ス
ワ

ー
ド

を
配

布
 

２
月

 

⑦
 
I
D

・
パ

ス
ワ

ー
ド

の
受

領
 

エ
ク

セ
ル

（
結

果
）

を
登

録
 

エ
ク

セ
ル

（
作

業
台

）
を

送
付

 

別
添
資
料
１

 

⑦
 
I
D

・
パ

ス
ワ

ー
ド

の
受

領
 

－２０－



 
 
 
 

　

（
参

考
）

平
成

3
0

年
4

月
以

降
に

お
け

る
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

情
報

公
表

制
度

　
業

務
フ

ロ
ー

　

⑤
　
事

業
者

は
、
受

領
し

た
ロ

グ
イ

ン
I
D

・
パ

ス
ワ

ー
ド

を
用

い
て

シ
ス

テ
ム

に
ロ

グ
イ

ン

　
し

、
事

業
所

の
詳

細
情

報
（

基
本

情
報

以
外

の
情

報
）

を
入

力
し

た
上

で
、

　
都

道
府

県
等

に
報

告

⑥
　
シ

ス
テ

ム
よ

り
、
都

道
府

県
等

へ
事

業
者

か
ら

報
告

が
あ

っ
た

旨
を

メ
ー

ル
で

通
知

⑦
　
事

業
者

よ
り

報
告

を
受

け
た

事
業

所
の

詳
細

情
報

に
つ

い
て

、
都

道
府

県
等

が

　
確

認
し

、
内

容
に

修
正

が
必

要
と

判
断

し
た

場
合

　
  
　
→

　
シ

ス
テ

ム
よ

り
、
事

業
者

へ
差

し
戻

し
の

旨
通

知
。
事

業
者

は
、
通

知
を

受
領

　
　
　
　
後

、
承

認
さ

れ
る

ま
で

⑤
か

ら
の

手
順

を
再

度
実

施

⑧
　
都

道
府

県
等

が
、
報

告
を

受
け

た
事

業
所

の
詳

細
情

報
を

承
認

し
た

場
合

　
　
  
→

　
シ

ス
テ

ム
上

で
承

認
処

理
を

行
い

、
シ

ス
テ

ム
へ

公
表

を
依

頼

都
道

府
県

等

都
道

府
県

指
定

都
市

中
核

市

事
業

者

（
法

人
等

）

業
務

内
容

情
報

公
表

シ
ス

テ
ム

①
　
事

業
者

は
、
都

道
府

県
等

へ
事

業
者

及
び

事
業

所
の

　
基

本
情

報
（

法
人

ア
ド

レ
ス

等
）

を
登

録

②
　
都

道
府

県
等

は
、
事

業
者

か
ら

登
録

さ
れ

た
基

本
情

報
を

　
情

報
公

表
シ

ス
テ

ム
（

以
下

「
シ

ス
テ

ム
」
）

へ
登

録

③
　
シ

ス
テ

ム
よ

り
、
事

業
者

へ
ロ

グ
イ

ン
I
D

等
を

通
知

④
　
事

業
者

は
、
シ

ス
テ

ム
か

ら
の

通
知

を
受

領

　
　
 ※

　
必

要
に

応
じ

て
、
事

業
所

担
当

者
に

Ｉ
Ｄ

等
を

共
有

　
　
 ※

　
な

お
、
平

成
3

0
年

３
月

に
、
都

道
府

県
等

が
基

本
情

報

  
  
  
  
 を

一
括

登
録

し
た

事
業

者
に

つ
い

て
は

、
S
T
E
P

１
は

不
要

⑨
　
シ

ス
テ

ム
よ

り
、
事

業
者

へ
都

道
府

県
等

が
承

認
し

た

　
旨

通
知

⑩
　
事

業
者

は
、
シ

ス
テ

ム
か

ら
の

通
知

を
受

領

⑪
　
都

道
府

県
等

が
公

表
を

依
頼

し
た

事
業

所
情

報
を

　
W

A
M

N
E
T
に

公
表

　
※

　
初

回
は

平
成

3
0

年
9

月
頃

を
予

定

　
　
　
 ９

月
以

降
は

、
随

時
更

新
予

定

S
T
E
P３

．
公
表

 

⑨
 
事
業
者
へ
都
道
府
県
等
が
承
認
し
た
旨
通
知

 

⑪
 
都
道
府
県
等
が
公
表
を
依
頼
し
た
事
業
所

 

 
 
情
報
を

W
A
M

N
E
T
に
公
表

 

S
T
E
P２

．
事

業
所

の
詳
細
情
報
入
力
・
報

告
、
承
認

 
S
T
E
P１

．
事

業
者

等
の

基
本

情
報

登
録
 

④
 
ロ
グ
イ
ン

ID
・
パ
ス
ワ
ー
ド

通
知
を
受
領

 

③
 
事
業
者
へ
ロ
グ
イ
ン

ID
・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
通
知

 

①
 
都
道
府
県

等
へ
事
業
者

等
の
基
本
情

報
を
登
録

 

②
 
シ
ス
テ
ム
へ
事
業
者
等
の

 

 
 
基
本
情
報
を
登
録

 

⑤
 
シ
ス
テ
ム
に
事
業
所
の
詳
細
情
報
を
入
力
し
、
都
道
府
県
等
へ
報
告

 

 
※

 ⑦
の
場
合
、
通
知
受
領
後
、
再
度
手
順
⑤
か
ら
実
施

 

⑥
 
都
道
府
県
等
へ
報

告
が
行
わ
れ
た
旨
メ
ー
ル

で
通
知

 

⑦
 
都
道
府
県

等
が
、
報
告
内

容
の
修
正
が
必

要
と
判
断
し
た

場
合

 

⑧
 
都
道
府
県

等
が
、
報
告
内

容
を
確
認
し
、

承
認
し
た
場
合

 

⑩
 
承
認
通
知
を
受
領

 

⑦
 

差
し

戻
し

通
知

 

別
添
資
料
２

 

－２１－


